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平成１７年度 国立大学法人神戸大学 年度計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

○平成１６年度に引き続き，各学部・研究科において，これまでに策定した教育理念及び教育目

標を再検討し，具体的計画を明らかにする。

○大学教育等に関する調査研究及び開発研究を推進するとともに，全学共通教育の内容及び実施

体制の改善に向けて，平成１７年度に大学教育研究センターを大学教育推進機構に改編する。

（１）入学者の選抜に関する目標を達成するための措置

○学生受け入れ方針に基づく具体的方策

・社会の変化，高校教育の改革動向及び国立大学協会の検討状況などを踏まえながら，平成

１９年度以降の入学者選抜方法・制度の改善について，現行方式の見直しを含め，入学試験

研究委員会及び入学試験委員会を中心に検討を加え，本学の学生受け入れ方針に沿って優れ

た学生を受け入れるためにＡＯ入試，推薦入試，社会人入試，編入学入試など多様な入試制

度の検討・具体化を更に進める。また，大学院についても，高等教育改革の動向や社会情勢

の変化を勘案しながら，各研究科の学生受け入れ方針に基づいた適正な入学者選抜方法・制

度について検討を行う。

・新学習指導要領に基づく平成１８年度入試に対応するため，入学者選抜に係る電算システム

（入学試験管理システム）の大幅なプログラム改訂を行う。

・従来から実施しているオープンキャンパスの開催，大学ガイダンスへの参加等を継続するほ

か，新たに神戸大学単独の進学説明会を東京，西日本地区の主要都市で開催し，アドミッシ

ョン・ポリシーの周知を図る。また，入試広報をより一層効果的なものとするためにホーム

ページ，ＤＶＤ，ポスター，パンフレット等入試広報媒体の見直しを行う。

・社会的ニーズを考慮し，国際文化学部，発達科学部の学科の改組及び文学研究科の専攻の改

組を行うとともに，総合人間科学研究科において１年履修コースを設置する。また，以下の

事項について，学部・研究科の学生定員の見直し等の検討を引き続き行う。

＊経営学部の夜間主コースの在り方，経営学研究科専門職学位課程のＭＢＡコースの入学

定員の見直し。

＊経済学部の夜間主コースの在り方，経済学研究科博士前期課程の専修コースの入学定員

の見直し。

＊医学系研究科バイオメディカルサイエンス専攻（修士課程 ，保健学専攻及び医科学専攻）

の定員の見直し。

・平成１６年度に引き続き，平成１７年度入試の成績分布，得点分布の分析を行うとともに，

平成１７年度教科委員から作題，採点等に関する問題点の意見聴取を行い，平成１８年度入

試に係る作題や採点の実施体制に反映させる。

（２）教育の成果に関する目標を達成するための措置

○学部教育

，・新たな高校教育課程を経た者が入学する平成１８年度以降における全学共通教育の教育内容

教育体制の改善に向けて，大学教育推進機構を設置するとともに，カリキュラムや実施体制

を具体化する。

・国際コミュニケーションセンターでは，ＣＡＬＬ教室やランゲージ・ハブ室を拡充し，学生

に多彩なコミュニケーションの場を提供するとともに，諸外国の社会，歴史，文学，教育，

芸術等文化の諸相についての深い理解に基づく知性豊かな外国語運用能力の向上を目指した

教育を展開する。

・新入生全員に対し，情報倫理，情報機器操作等の習得を目的として開設した「情報基礎」科

目について，より効果的な授業体制を確立するとともに，情報端末機器の整備を含め，適正

かつ充実した情報処理教育を推進する。

・平成１６年度に引き続き，国際交流推進機構を中心にして海外インターンシップを実施する

とともに，学術交流協定校等への派遣など留学等の交流体制を一層充実させる。また，ＵＭ

ＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）が実施する単位互換制度について，問題点を整理し，導
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入の検討を行う。

○大学院教育

・各研究科・専攻の理念と目標達成のため学生受け入れ方針・方法と教育体制の整合性につい

て，引き続き点検・見直しを行う。

・経営学研究科専門職学位課程（ＭＢＡコース）及び経済学研究科博士前期課程の専修コース

において，入学定員を増すことについて具体的な検討を行う。

・外国語による講義の導入，学生の外国語による論文作成，短期留学の推進，国際共同研究や

研究集会への出席・発表など，国際化に対応できる能力の育成のためのカリキュラム等を拡

充し，国際性を身につけさせる指導体制を強化する。

（３）教育内容等に関する目標を達成するための措置

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

・平成１６年度に引き続き，新しい学問研究の動向や社会的ニーズを勘案し，学生の意欲と目

標に即した新たなカリキュラム設定など教育課程の改善を行う。

・ＥＵＩＪ(ＥＵインスティテュート・イン・ジャパン)関西コンソーシアムに基づき，関西学

院大学・大阪大学と単位互換を行う「ＥＵコース」を学部・大学院レベルで設置する。

， 。・学部・学科 研究科・専攻を越えた横断的な履修制度・教育プログラムについて検討を行う

○授業形態，学習指導法等の改善に関する具体的方策

[学部]

・平成１６年度に引き続き，高校教育との接続を円滑にし，導入教育及び少人数教育の拡充を

図る。

・平成１６年度に引き続き，新入生及び進学生のガイダンスの在り方等について検討し，学生

が適切に履修科目を決定することができるよう支援する。

・平成１６年度に引き続き，学士課程全体のカリキュラムを見直し，その系統化を図るととも

に，博士前期（修士）課程への接続を改善する。

・平成１６年度に引き続き，各学部のアドミッション・ポリシーに基づく学生受け入れと教育

体系の整合性を点検し，改善策を検討する。

・平成１６年度に引き続き，全学部でシラバスの記載事項，記載方法及び公表方法について検

討し，現在進められている全学共通教育，学部，研究科ごとの見直しに資する。

・平成１６年度に引き続き，フィールドワーク，実験・実習等の実践的な教育及び留学や海外

インターンシップなどを取り入れた教育体制を推進する。

[大学院]

・平成１６年度に引き続き，大学院生の個々のキャリア開発や進路希望の実現に適した教育プ

ログラムの検討・策定を進める。

・各研究科では，教育の体系化や研究指導の在り方を点検し，所定の修業年限内での学位取得

率の向上に努める。

・外国語による講義の導入，学生の外国語による論文作成，短期留学の推進，国際共同研究や

研究集会への出席・発表など，国際化に対応できる能力の育成のためのカリキュラム等を拡

充する。

， 。・社会人学生に対するカリキュラム等の整備 拡充及び授業時限の設定について検討を進める

・留学生に対する日本語教育のカリキュラム等の見直しを行う。

・学位取得のための論文作成プロセスについて，より系統的で計画的な指導を行う。

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

・授業概要に授業のテーマと目標，成績評価方法を明記し，ＧＰＡ制度（授業ごとの成績を５

段階で評価し，単位当たりの平均を出して学生を評価する方法）導入の可能性及び多元的な

成績評価方法の検討を進める。

（４）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

○適切な教職員の配置等に関する具体的方策

， ，・平成１７年度に大学教育推進機構を設置し 全学共通教育の責任体制を明確にするとともに

平成１８年度以降の全学共通教育の実施に向けた担当体制の具体化を図る。
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○適切なＴＡの配置等に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，ＴＡの授業補助の状況を整理し，その活用方策について見直しを

行う。また，全学的要項を作成する。

・大学教育研究センターは，ＴＡの研修やＴＡを活用するチュートリアル・システムの導入に

ついて検討を行う。

○教育設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策

・附属図書館において，各館室における情報端末の増強など，全学共通教育科目を履修する学

生等に対する学習環境の一層の改善を図る。

・附属図書館において，学習用資料の選定方法を見直す等の体制整備を行い，学部学生に必要

な教養・専門図書を幅広く網羅した系統的な資料収集に努める。

・平成１８年１月から導入予定の学術情報基盤センター計算機システムにおいて，情報端末シ

ステムの設計・導入作業を行う。

・各部局においてホームページの充実を図るとともに，情報機器の設備充実を図り，教育効果

を高める。また，平成１８年４月からＷｅｂ化する教務システムを試験導入するとともに，

システム開発，開発後の管理及び運用のための専門委員会を設置する。

○教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策

・教員相互の授業参観等の導入を拡大する。

・大学教育研究センターを中心に，担当教員のみならずＴＡを含めて，教育方法の改善を目指

したＦＤ研修会を開催する。

（５）教育活動の評価及び教育の成果・効果の検証に関する目的達成の措置

○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげる目標を達成するための具体的方策

・教育評価を全学的に進めるため，学生による授業評価を含めて，各部局の教育評価の現状を

調査する。

，・教育職員免許関連の事務の一元化や講義の全学集中化に向けた検討・具体化を行うとともに

教育職員免許・各種資格に関する教育の在り方の点検・評価を進め，これらを実施するため

の責任体制を確立する。

・平成１６年度に引き続き，カリキュラム体系の見直しや教育実施体制の改善のため，教育活

動の点検評価を実施する。

・評価結果の活用については，役員会を中心として，関係組織で検討を進める。

○教育の成果と効果の検証に関する具体的方策

・平成１８年度以降の全学共通教育実施改善のための予備的検討を行う。

・教育の質の改善を図るために教育活動に関する評価基準の策定に向けて検討を行う。

・平成１６年度に引き続き，授業の改善を図るため，卒業生・修了生の就職先，同窓会を含む

各界からの意見を聴取する。

・平成１６年度に引き続き，大学院教育の成果について，学位授与実績や修了生の進路状況な

どの点検，調査を行う。

○卒業後の進路等に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，各学部の理念と目標に基づく専門的知識と活動能力を備えた人材

養成，各種の認定資格を取得できる人材養成のため，必要な授業科目の編成に努める。

・各領域において専門性を身に付けた人材，国際的に通用する研究者などの養成に努める。

（６）学生への支援に関する目標を達成するための措置

○学習相談，助言及び支援の組織的対応に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，オフィスアワー制度や学生担任制の実状の点検等を行い，学習の

助言制度について改善を図る。

・各研究科，学部の実状に即して，きめ細やかな履修指導を行うため，学生の意見・要望を反

映させるシステムについて検討を行う。

・附属図書館において，学生の学習段階や専門分野を考慮したきめ細かなガイダンスを実施す

るなど，引き続き情報リテラシー教育支援に努める。

・附属図書館の提供する蔵書検索システム（ＯＰＡＣ）について，遡及入力の推進，システム
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機能の見直しなど，性能の向上を図る。

○就職支援等に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，就職支援事業を充実させるとともに，各部局就職支援組織と同窓

会の連携強化を図り，キャリア・サポートシステムを整備する。

・平成１６年度に引き続き，インターンシップの受け入れ企業の開拓及び連携強化を図る。

○居住環境の整備に関する具体的方策

・学生寮の居住環境を改善するため，改修計画を立案する。

○キャンパス環境の整備拡充に関する具体的方策

・福利施設（食堂・売店等）を，利便性に富む「食の空間」と「憩の空間」を兼備する「ゆと

りある施設」へと整備拡充するため，昨年度に実施した学生生活実態調査を参考に問題点を

明確にし，総合整備計画の策定を検討する。

○生活相談及び健康相談に関する具体的方策

・保健管理センター職員（医師・看護師 ，カウンセラー及び事務職員との定期的な連絡会を開）

催し 「こころの健康相談」の相談者の視点から明らかとなった「大学として取り組むべき諸，

問題」の解決に向け，各学部の保健委員会委員，保健管理センター運営委員会委員及び学生

委員協議会委員と連携の上，方策を講じる。

・日常の健康相談（ からだの健康相談 「こころの健康相談 ）や保健指導をより的確かつ迅「 」， 」

速に行えるようにするため，健康相談等の記録をデータベース化し，保健管理センター利用

者のサービス向上，保健管理業務の効率化が図れるよう検討する。

・現行のセクシュアル・ハラスメント防止委員会及び相談体制の在り方について役員会等で見

直し，更にセクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント，パワー・ハラスメ

ント等を統合したハラスメント相談体制の確立に向け検討を行う。

○経済的支援に関する具体的方策

・奨学金情報のホームページへの掲載を推進するとともに，優秀な学生に対する経済的支援方

策について調査・検討する。

・休学の実情を調査し，経済的理由による休学者への具体的対策を検討する。

○正課外教育の支援に関する具体的方策

・課外活動施設の整備充実及び活動場所の確保に係る支援を計画的に推進するため，学生が参

画したワーキンググループを設置し，引き続き検討する。

○社会人，留学生に対する支援の具体的方策

・社会人学生の履修，進路指導等に対応するため，引き続き指導教員を中心にした指導方法の

充実を図る。

・平成１６年度に引き続き，留学生に対して，留学生センターの相談指導部門を中心に，各部

局の教員やチューターとの協力体制の下で，本人の進路希望に応じたきめ細かい履修指導，

就職指導，異文化適応のための生活相談及び指導を行う。

， ，・留学生センターにおいて 留学生支援を目的として結成された学生ボランティアと連携して

より充実した留学生への生活適応支援を図る。

○保護者との連携強化に関する具体的方策

・育友会を中心に父母等との懇談会の在り方，その他父母等の参加できる行事を検討する。ま

， ， 。た 広報誌による情報提供を充実させるとともに ホームページでの新しい大学紹介を行う

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

○目指すべき研究の方向性を実現し，研究水準及び成果を検証するための具体的方策

・国立大学法人評価や認証評価機関による評価を視野に入れながら，全学的な自己点検・評価

の指針等を作成する。ＣＯＥ等本学の戦略的研究に関しては学術研究推進機構の下で外部評

価を含む自己点検・評価を一層推進する。また，各部局にあってはそれぞれの専門分野の特
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性を考慮しながら，指針等に則った自己点検・評価を一層推進する。

・国際化の視点からの研究評価の在り方については，全学的な評価の指針に基づき，各部局の

協力を得て検討する。

・神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の完成を目指すとともに，可能な情報については逐

次入力を進める。また，研究水準を公平かつ適正に評価するためのシステムを引き続き検討

する。

○評価体制についての具体的方策

・国立大学法人評価や認証評価機関による評価を視野に入れながら，全学的な自己点検・評価

の指針等を作成する。また，研究活動状況の公表に努める。

○大学として重点的に取り組む領域の選定の具体的方策

・２１世紀ＣＯＥプログラムや，各部局の重要な研究課題，時限的研究課題，萌芽的研究課題

等を重点的に支援する。このため，教育研究活性化支援経費による戦略的・独創的な研究課

題に対する学内公募プロジェクトを充実させる。

○研究活動支援のための具体的方策

・世界的な研究拠点の形成を目指し，講座等の枠にとらわれることなく，分野及び期間を限定

して研究者，施設，設備等を重点的に配分し，また，研究者が一定期間研究に専念できる体

制を整えるため，教育研究組織の弾力的運用を図るルールを検討する。

・平成１６年度に引き続き，研究活動の支援のため，教員のみならず，研究支援職員に対する

研修等も含め，自発的能力向上のための機会を増やし，また，図書館・学内共同教育研究施

設などの機能の充実を図る。

・研究に要する外部資金の獲得を促すため，専門家を配置して研究活動の支援体制を強化し，

必要な情報の収集や，プロジェクト形成等の応募支援を進める。

○人事に関わる具体的方策

・教育研究の充実，発展の阻害につながる人事の停滞を排除するため，学部等での人事体制，

教員採用人事の方策等について必要な改善策を講じる。

・公募制の採用については，各研究分野の特質にも配慮しつつ，更に規模の拡充について検討

する。

・任期制については，研究教育分野，職種の状況を考慮してその導入の拡充について検討を進

める。

○研究成果の社会への還元に関わる具体的方策

・平成１６年度に引き続き，神戸大学を取り巻く社会との連携を強化するとともに，それぞれ

の学問分野の特質を生かし，国際機関，地方自治体及び関連機関，文化・芸術関連機関，Ｔ

ＬＯ(技術移転機関 ，ＮＰＯ(非営利組織）をはじめとする地域の諸組織との多彩な連携を構）

築し，研究成果公表の場(フォーラムの開催等）を設け，それによって研究成果を広くかつ有

効に還元する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

○学術研究推進機構と「全学評価組織」の設置

・全学的立場から学術研究を推進する学術研究推進機構の役割を明確にし，研究推進拠点形成

における基本戦略を実施する中枢組織としての機能を更に整備する。同時に，研究について

の評価，点検，改善のためのシステムを検討する。

・国際交流推進機構を中心として，研究者が国際的活動能力を発揮し得るよう，海外の研究機

関における先端研究への参画や国際共同プロジェクトの推進等，戦略的な国際的研究活動を

展開するとともに，ＥＵＩＪ関西コンソーシアムとのネットワークを活用し，ＥＵ諸大学，

ＥＵ関連諸機関との国際的連携による共同研究を推進する。

○適切な研究者等の配置に関する具体的方策

・教員定員の弾力的運用等，大学の戦略に基づく研究者重点配置の方策等を探る。

・研究に関する評価結果の有効な活用方策について，役員会を中心として関係組織で検討を進

める。
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・平成１６年度に引き続き，研究支援職員の業務内容を点検・評価し，支援業務の効率化を図

る体制作りに努める。

○研究に必要な設備等の活用と整備に関する具体的方策

・２１世紀ＣＯＥプログラムに採択された研究分野等，世界的水準からみて重要である課題，

分野については，施設及び設備の優先的充実を図れるような方策を検討する。

・電子ジャーナルや基本的二次情報データベース等の全学的な学術情報基盤について，今後も

安定的に維持・整備を図るための体制を検討する。

・附属図書館は，外国雑誌センター館機能を持つ人文・社会科学分野の拠点図書館として，全

国共同利用の観点から引き続き資料収集を進めるとともに，利用サービスの改善を図る。

・平成１６年度に引き続き，震災関係資料・経済関係資料・学内研究成果等を含む「神戸大学

電子図書館システム」のコンテンツ充実を図る。

○研究資金の獲得と配分システムに関する具体的方策

・研究資金として外部資金や各種競争的資金の重要性が今後格段に増大することから，各部局

において中期計画を踏まえた外部資金の具体的数値目標を設定し，外部資金の獲得額の増加

に努める。

・間接経費を大学の将来構想の実現のために活用するとともに，新たな外部資金の獲得に向け

当該資金の獲得に結びつく使途を検討する。

○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策

・ 神戸大学における点検・評価の基本的な考え方」に基づき，４つの学術系列（人文・人間科「

学系，社会科学系，自然科学系，生命・医学系）の特性に沿った研究評価の在り方を開発，

検討し，国立大学法人評価や認証評価機関による評価に向けて自己点検・評価の準備を整え

るとともに，評価結果の活用については役員会を中心として関係組織で検討を進める。

○学内外の共同研究に関する具体的方策

・学際領域への取り組みを重視し，学部，研究科，学内共同教育研究施設の枠を越えた研究プ

ロジェクト及び学外研究機関との研究プロジェクトを推進する。

○地域貢献や知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策

・全学をあげて産学官民連携を推進するため，大型研究プロジェクトを含む外部資金や各種競

争的資金の獲得，特許出願件数の増加，大学発ベンチャーの立ち上げ支援等を重点課題とし

て取り組み，種々の啓発活動も実施する。また，起業支援・育成支援機能を担っているベン

チャー支援＆研究会では，外部経営資源（ファンドを含む）の活用によるステップアップし

た戦略的な支援に取り組んでいるが，その活動を一層充実する。

「 」 ，・技術移転機関 ＴＬＯひょうご の神戸大学事業部と連携することで技術評価機能を強化し

産学連携の掘り起こしから成果活用までの一貫フォロー体制を確立している。 更にイノベー

ション支援本部へＴＬＯ機能を取り込む形態及び「ＴＬＯひょうご」と連携し大学が経営面

で協力する形態を含めて，これからの連携体制を検討する。

・平成１６年度に引き続き，神戸先端医療産業都市に設置された神戸バイオテクノロジー研究

・人材育成センター及びインキュベーションセンターにおいて，先端融合領域の研究や人材

育成を推進するともに，関連分野でのベンチャー企業の創出等に努める。

○研究施設等における研究実施体制の整備に関する具体的方策

・バイオシグナル研究センターでは，平成１６年度に引き続き，定期的な研究報告会の開催に

より個々の教員間での相互評価体制を整備する。また，現在進行中の２１世紀ＣＯＥプログ

ラムに関する中間評価で最高レベル（目的達成が可能）の評価を受けており，その結果を更

に向上させる運営を行う。

・都市安全研究センターの平成１８年度改組に向け，検討を進める。

・都市安全研究センターでは，スマトラ沖大地震に伴う津波災害からの二次災害防止，復旧，

復興に関する総合研究を行うとともに 「神戸大学災害救援・学術調査団」を設立する。，

・内海域環境教育研究センターでは，海藻類系統株保存・分譲に関して，文部科学省ナショナ

ルバイオリソースプロジェクトにより国立環境研究所等と連携し，藻類カルチャーコレクシ

ョンのネットワークを構築するほか，分譲を行う。
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・遺伝子実験センターでは，研究活動評価体制について更に検討を進めるとともに 「環境ゲノ，

ム科学」を中心とする新規学際領域の拡大に努める。

・人間の発達段階に応じた基礎的研究を行ってきた発達科学部附属人間科学研究センターを発

展的に改組して，総合人間科学研究科に発達支援インスティテュートを設置し組織を充実さ

せる。これにより従来より実施してきた人間発達に関わる研究・教育と実践的活動，社会的

活動を総合的に体系化するとともに，新たな領域を開拓することを目指す。

・平成１６年度に引き続き，学術情報基盤センターでは，研究及び支援センターとしての業務

に関する自己点検・評価及び外部評価を定期的に行う体制の整備を図る。また，計算機シス

テムの整備を図る。

・研究基盤センターでは，平成１８年度に自己評価，平成２１年度に外部評価を行うため，平

成１６年度に引き続き，センター全体としての評価項目及び評価基準の策定を行う。また，

自然科学系分野の各種大型機器の調査と一般利用の受け皿となる体制の整備について検討を

行う。

・平成１６年度に引き続き，連携創造センターでは，イノベーション支援本部との連携により

産学官連携支援戦略（企業との包括協定，特許を核とした共同研究）をより一層推進する。

また，ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーでは，学内他部門との連携によりナノ・フォト

。 ，ニクス技術を中心とする実用化指向の研究プロジェクトの充実と重点化を推進する さらに

連携創造センター，イノベーション支援本部及びベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの統

合を検討する。

３ その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携に関する目標を達成するための措置

○地域社会等との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策

・平成１６年度に引き続き，市民，企業人，高校生等に対する学習の場の提供（公開講座，展

示会，セミナー，研修事業等)を充実させる。地域社会のニーズや社会の情勢を見据えたタイ

ムリーなテーマ設定と内容の充実に努める。また，文部科学省からの受託事業として社会教

育主事講習を実施する。

・平成１６年度に引き続き，全学的な統一テーマによる公開講座をはじめとして，学部・研究

科の特色を活かした公開講座（９講座）を開設する。

・平成１６年度に引き続き，施設や設備をはじめ，大学が保有する資源を活用し，地域社会や

産業界が行う調査・研究への支援や共同活動を一層充実させる。特に，研究基盤センターに

おいては，地域社会や産業界に対して大学の保有する施設・設備の中で可能なものから順次

その利用や技術コンサルティング，アドバイス等を相当の対価の下に提供する。

・平成１６年度に引き続き，地域貢献事業を展開するとともに，｢神戸大学地域連携推進連絡協

議会」による地域の自治体との連携・協力の推進を図る。

・平成１６年度に引き続き，地域連携推進室を充実させて，社会文化地域連携事業に関する調

査等を行うとともに，協力教員の参加を得て自治体との地域連携事業を更に進める。

・平成１６年度に引き続き，現代的教育ニーズ取組支援プログラム（文部科学省）の「地域歴

史遺産の活用を図る地域リーダー養成｣を，兵庫県・神戸市等との事業として実施する。

・平成１６年度に引き続き，地域のＮＰＯ，ＮＧＯとの学民連携を更に拡充する。また，学民

連携事業として，市民団体による「連携市民大学（仮称 」の創設を支援する。）

・ 震災教育」に関する事業を神戸市等と連携して進める。「

・高大連携事業として高校生を対象に引き続き「公開授業」や「出前授業」を積極的に実施す

る。また，入試説明会やオープンキャンパスも全学部で開催する。なお，これら高大連携事

業に関して，常にホームページで情報を公開する。

・附属図書館の所蔵資料を一般市民の生涯学習等に利用できるよう，資料の館外貸出実施など

一般市民への資料提供サービスの充実を図る。

・附属図書館において引き続き「震災文庫」の資料収集とデジタル化を進め，阪神・淡路大震

災に関する最大規模のコレクションとして，これを広く社会に公開する。

・平成１６年度に引き続き，震災関係資料・経済関係資料・学内研究成果等のデジタル化を推

進するなど，附属図書館を通じて神戸大学の知的資源を社会に公開発信する。

○産学官民連携の推進に関する具体的方策

・産学官民連携を実効的に進めるためには，民間企業経験者等の専門人材の活用が不可欠であ

り，外部資金により優秀な人材を確保できる仕組みを検討する。
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・企業，地方自治体等に寄附講座の設置を積極的に働きかけ，寄附講座を活用した機動的な研

究推進体制を整える。

・産学官民連携に関する研究情報の社会への提供体制を整備する。イノベーション支援本部に

おいては，各部局から提供される情報を集約する仕組みを導入し，大学として発信する。

○地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，県内大学との間で，大学関係の諸課題について意見交換を行い，

連携を図る。

・平成１６年度に引き続き 「ひょうご大学連携事業推進機構」(兵庫県）に参加し，運営委員，

会委員長には神戸大学副学長(地域連携担当）が当たるとともに 「ひょうご講座」の実施事，

業に参画する。

（２）国際交流等に関する目標を達成するための措置

○国際交流推進機構による学生，研究者，職員の交流計画の推進に関する具体的方策

・学内の国際交流事業促進基金により，学術交流協定校等（現在，１５９校）への学生の留学

派遣を支援する。

・学術交流協定締結大学を核にして設置しているシアトル，北京の海外拠点（ワールド・サテ

ライト・ネットワーク）を活用し，学生及び教職員の交流を更に推進する。

・ワシントン大学との海外学術交流協定に基づき教員の相互派遣を積極的に進める。

・世界各国から研究者を招へいし学生・教員・一般市民を対象に講演会やセミナーを開催する

とともに，留学説明会（フェア）を通じて，当該国・地域への理解を深める。平成１７年度

はＥＵをテーマとした「ＥＵ Ｗｅｅｋ」を開催する。

・ＥＵＩＪ関西コンソーシアムを活用し，ＥＵに関する教育・研究を推進する。

・外国人研究者のための宿舎の確保に努める。

○留学生交流の推進に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，留学生の質の向上につながる海外の大学との交流協定締結を計画

的に進めるための基本方針を作成する。

・海外からの優秀な留学生の受入れ拡大に向け，海外からの直接出願，秋季入学を可能とする

方策を検討する。

・自然科学研究科及び国際協力研究科では，修士・博士一貫コース（英語による大学院特別コ

ース）への再編を検討する。

・日本留学試験を利用した海外からの学部入学制度の拡大を図る。

， ，・海外の協定大学との実質的な交流を行うため 単位互換を前提とした学生交流実績を整理し

今後の交流計画について調査を行う。

・平成１６年度に引き続き，ＵＭＡＰが実施する単位互換制度について問題点を整理し，導入

の検討を行う。

・ＨＵＭＡＰ（ひょうご大学連携事業推進機構）による短期留学制度の利用を促進する。

・平成１６年度に引き続き，留学生の生活の基盤となる住宅確保に向け，大学，行政機関，住

宅業界等の連携による留学生向け住宅支援について検討する。

， ，・平成１６年度に引き続き 留学生センターと国際コミュニケーションセンターの連携の下に

海外留学を希望する学生を対象とした海外留学フェアを開催する。

・海外の協定締結大学の学生を対象とした夏期特別日本語日本文化研修プログラムの実施及び

外国語教育支援を実施する。

・英文ホームページを充実させ，海外からの留学希望者の便宜を図る。

○教育研究活動による国際貢献の具体的方策

・平成１６年度に引き続き，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）との協力によるアジア・

太平洋地域の国々を対象とした教員等研修プログラムの充実を図る。

・ラオス国国立大学経済経営学部運営等支援のほか，開発途上国を中心に短期又は長期に専門

家を派遣する。

・ＹＬＰ（ ）による留学生の受入れとともに，世界保健機関（ＷＨＯ）Young Leaders' Program
などの国際機関，外国の行政機関や教育研究機関等の要請に基づく研修プログラムを充実さ

せる。
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（３）附属病院に関する目標を達成するための措置

○附属病院としての自立性の確立と大学における位置付けの明確化

・病院事業室を設け，重点施策の企画等を行う。

， ， 。・平成１６年度に引き続き 病院アドバイザリーボードから診療 経営等について助言を得る

・病院経営戦略会議の審議を踏まえ，病院長のリーダーシップの下に病院経営・運営の意思決

定機関として執行部会議を設置する等体制の整備を図る。

・平成１６年度に引き続き，資源（人員等）の投資効果について調査及び放射線部の診療放射

線技師の増員，理学療法部に言語療法士の増員，歯科口腔外科外来に歯科衛生士の増員によ

る効果について調査を行う。

・医療実績分析により適切な医療従事者の配置及び配置数を検討する。

・事務部門の組織再編を検討する。

○病院経営の効率化のための具体的方策

・病床運用管理室及び地域医療推進室の業務を患者支援センターに順次移行し，紹介入院患者

の受入れ，受入れのための病床運用，更に退院支援業務を一元管理することで，入院から退

院までの患者支援業務の充実を図る。

・平成１６年度に行った物流（薬剤及び医療材料）管理を徹底することにより，経費の分析及

び削減を行う。

・平成１６年度に引き続き，アウトソーシング(医療事務，診療録管理，検査委託，患者給食業

務等）の見直しを行う。特に病院経営の効率化の観点から人員配置等や業務内容を調査し，

見直しを行う。

・平成１６年度に設置した大型医療機器のコスト分析，投資効果分析を行う。

○医療の質の改善のための具体的方策

・クリティカルパス，ＥＢＭ(エビデンスに基づく診療）など診療の標準化を更に進め，医療の

質を改善する。

・平成１６年１１月に設置した特殊診療部門である外来化学療法室において，がん治療の効率

化を推進する。

・平成１６年度に引き続き，診療録センターの整備と電子カルテシステムの整備を図る。

○良質な医療人養成のための具体的方策

・スキルスラボ（臨床技能実習室 ，スタンダードペイシェント（模擬患者）を用いて学部学生）

の実習の充実を図る。

・医療従事者（看護師，薬剤師，放射線技師等）の生涯学習プログラムの構築と研修の実施を

検討する。

○新規専門医療の開発，高度先進医療の開発と推進のための具体的方策

・学内外の関連施設や連携大学院との共同研究を行うことにより産学官民連携先端医療を推進

する。

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置

○大学・学部との連携及び協力の強化に関する具体的方策

・附属明石校においては，学部教員と共同して，幼・小・中１２年一貫教育を基盤にした「カ

リキュラム開発研究センター」等での「キャリア発達支援を含む社会を創造する子どもの育

成を目指したカリキュラム開発」を進める。

・附属住吉校においては，学部教員と共同して「国際教育センター」を中心に「国際教育推進

プログラム」を研究・開発し，小・中９年一貫の教育体制のなかで試行するとともに，日本

語カリキュラムに関しては，文部科学省から委託を受け進めている「平成１６年度における

補習授業校のための指導案（日本語力判断基準表及び診断カード）の研究作成に係る事業」

の成果を踏まえて日本語カリキュラムの作成にかかる。

・附属養護学校においては，近年の特別支援教育の要請に応えて，障害児・者の生涯にわたる

発達を地域社会との交流の中で充実させる。このため親子教室の実施，特別支援教育コーデ

ィネーターの配置と教育相談及び地域巡回活動等の活動を実施する。特別支援教育関連の研

究成果を公刊するとともに，障害児教育研究協議会を開催する。

・以上の計画を達成するために，学部・附属交流会議，学部・附属コラボレーション委員を通
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じて連携を強めていく。

○学校運営の改善に関する具体的方策

・生涯学習社会における学校教育の在り方について，学部・附属コラボレーション委員との連

携を強化して，学部教員と附属学校教員の共同研究を促進する。

， ， ，・学校教育及び学校運営の在り方に関わって 地域での先導的な役割を果たし 各教育委員会

ＮＰＯ，ＮＧＯ等と連携して積極的に地域社会と交流する。

・自己評価及び第三者評価システムを作るため，学校評価を中期目標・中期計画に沿ったもの

となるよう見直しを行い，第三者評価は，学校評議員会等で検討を行う。また，発達科学部

年次報告書に各年度の自己点検のための活動報告を記載する。

○入学者選抜の改善に関する具体的方策

・多様な児童・生徒の入学を確保するため，選抜方法を改善するとともに，募集説明会の回数

増及び入学願書受付日の複数化の継続，ホームページの充実など各校の教育方針の周知を図

る。

○公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策

・市町教育委員会と連携して行っている「研究交流制度」を継続発展させるとともに，多様な

プロジェクトを設定して現職教員の研修の充実を図る。

○高校の新設を含む附属学校の在り方について，検討委員会で検討を行う。

○安全確保に関する具体的方策

， ，・危機管理マニュアルに基づく避難訓練の実施 学校評議員会での点検・評価を行うとともに

保護者及び地域の関係機関等との連携を図る。

（５）附置研究所に関する目標を達成するための措置

○経済学と経営学における先端研究と学際研究を推進するための方策

・平成１６年度に引き続き 「２１世紀 プログラム」の採択拠点として，国際経済学に関， COE
する世界の研究機関との国際共同研究を実施する。

・昨年度行った検討結果に基づき，国際的共同研究プロジェクトを推進するため，中心となる

教員に研究経費の重点配分を行う。

・国際会議，国際シンポジウム，外国人研究者の受け入れ等国際的研究連携を支援する「国際

研究支援センター」を設置する。

○学内研究連携促進のための方策

・ 連携・人事交流委員会」において関連部局との連携・人事交流を推進するプログラムを検討「

する。

○社会的貢献を促進するための方策

・企業データの高度利用と新たな国際的研究（脳神経経済学的実験研究）による社会的貢献に

ついて検討する。

・平成１６年度に引き続き，産業界・官界から採用した助教授２名を中心に，産官学の共同研

究プロジェクトを実施し，産業，経済政策に関する政策評価と政策提言を発信する。

○高度研究者養成のための方策

・平成１６年度に引き続き，研究所独自の教育機能の実現として，日本人，外国人のポスドク

・若手研究者を対象とした「研究所若手特別研究員（ （仮称）のポストの設research fellow）」
置を検討し 「研究者養成インターン・プログラム （仮称）に繋げる。， 」

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

○全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策

・学長を補佐するため，理事や学長補佐に業務を分担させるとともに，常に機動的な意思決定

ができるよう，分担については必要に応じて見直す。
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・戦略企画室を発展的かつ合理的に再編した企画広報室を設置し，引き続き大学の理念や長期

目標に基づいた戦略を企画する。また，病院の経営改善を図るため病院事業室を設置し，重

点施策の企画等を行う。

・平成１６年度決算結果を基に財務分析を行い，監査法人等の指導を受けつつ，今後の業務体

制及び経営方針の検討を進める。

○運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，役員会は，社会の要請に迅速に対応できる体制を構築するため，

経営協議会，教育研究評議会，教授会，全学委員会などの意思決定諸組織・機関について効

率的な運営体制，相互協力関係，機能分担の在り方を検討する。

○学部長等を中心とした機動的・戦略的な学部等運営に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，学部長等のリーダーシップ機能を高めるため，各学部においてそ

の補佐体制の強化について検討する。

・平成１６年度に引き続き，学部内の委員会等について，教員・事務職員による一体的な運営

を行うとともに，その再編・縮小・廃止等の見直しを行う。

○教員及び事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，全学委員会に事務職員を参画させるなど，組織の統一的・一体的

な運営を図る。

・新規事業への迅速な対応を図るため，教員・事務職員一体の合議・執行組織が柔軟に編成で

きるような体制を検討し，平成１８年度に実施可能なものを選定する。

○全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，役員会及び財務委員会において経営・財務分析を行うとともに，

大学予算の編成方針の見直しを進め，教育研究活動の活性化を図る。

○学外の有識者や専門家の登用に関する具体的方策

・学長の下に置く室の教員，幹部職員について，大学経営等に精通した人材を企業，私立大学

等の外部から登用するポスト及び登用方法を検討する。

○内部監査機能の充実に関する具体的方策

・監査室は監事，会計監査人との連携を進め，更に効率的な監査の実施を図る。

・内部監査のマニュアル化を推進し，より効果的な監査の実施を図る。

○国立大学法人間の自主的な連携と協力体制に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，各種ブロック会議への参加や地域的な共同研修，人事交流等を通

じ，大学運営に関する共通事項に関して情報交換を行い，問題解決に当たっての連携と協力

を図る。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

○教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策

・自己点検・評価や第三者評価に基づく教育研究組織の見直しの在り方について，役員会等で

検討を開始する。

○教育研究組織の見直しの方向性

， （ ）・教育研究の進展や社会的要請に対応するために 教員の一定数 平成１５年度末定員の５％

を大学全体で柔軟に運用する仕組みを活用し，大学の運営方針に基づいた教員の配置を検討

し，平成１８年度の配置案を作成する。

・医学部保健学科を基礎に保健学部（仮称）の設置，社会科学系学部の夜間主コースの在り方

について引き続き検討を進め，本年度中に結論を得るよう検討する。

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置

○人事評価システムの整備と活用に関する具体的方策

・平成１６年度に引き続き，現行評価制度の見直し及び職務評価に係る検討体制を整備し，検
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討を開始する。

・職責，能力，業績を適切に反映できる給与基準等について検討する。

○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策

・組織の再編等に質量ともに柔軟に対応できる人員配置が行えるよう，学長裁量枠（平成１５

年度末定員の５％）の活用方法について検討する。

○柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

・定年年齢の延長措置又は継続雇用制度の在り方について検討し，基準を策定する。

・サバティカル制度の導入について検討する。

○公募制や任期制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策

， ， ， ，・公募制の採用については 各分野の特質にも配慮しつつ 任期制については 教育研究分野

， 。 ， 。職種の状況を考慮して 規模の拡充についての検討を行う また 特任教員制度を実施する

・他大学，国内外研究機関，民間企業等との人事交流を積極的に行い，教育と研究の活性化を

図る。

○外国人や女性及び障害者の雇用に関する具体的方策

・採用及び人事施策についてジェンダーバランスを考慮し，女性教員の比率を上げる方策を検

討する。

・障害者の法定雇用率達成のための具体的方策を策定し，実行に移す。

・外国人教員及び外国人研究者をより柔軟に雇用するための方策について検討する。

○事務職員等の採用，養成，人事交流に関する具体的方策

・特別な知識等を必要とする者（例えば情報関係，特許関係，国際関係，訴訟関係，診療報酬

請求関係，労務管理関係等）の採用について，具体的職種及び選考方法について検討する。

・専門性の向上を図るための階層別研修及び専門研修等を実施する。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

○事務組織の機能の見直しに関する具体的方策

・役員会を中心とする機動的な大学運営に当たって，事務組織に関する自己点検・評価を実施

し，より専門職能集団としての役割を果たすことができるよう，本年度中に組織の再編につ

いて検討をする。

， ， ，・業務の専門性や効率性を向上させるとともに 大学運営を的確に推進するため 企画広報室

経営評価室及び情報管理室や部局等との連携を密にした事務体制に整備することについて検

討する。

・事務組織の横断的かつ総合的なサービス機能を発揮できる体制について検討する。

・弾力的な業務運営のため，必要に応じて教員と連携したプロジェクト・チーム制の導入につ

いて検討する。

○事務処理の効率化と合理化に関する具体的方策

・教務事務システムのグレードアップ及び財務会計システムの機能強化・改善を行う。また，

他の事務支援システムについては，平成１６年度に引き続きグレードアップの検討を行う。

・平成１６年度の検討を踏まえ，財務会計システムの運用について各事項ごとに立ち上げたワ

ーキンググループを中心として，制定した要項の取扱，新たな要項制定に向けての検討等を

行い，より合理的，効果的なシステムの活用を図る。

○業務の外部委託等に関する具体的方策

・外部委託については，組織の現状，今後の状況を踏まえ，事務局，部局の連携を図り業務の

選別及び導入の可能性等についての検討を進める。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

○自己収入の増加に関する具体的方策

・産学官民連携研修会，科学研究費補助金説明会等において，外部資金獲得に関する情報や申
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請のための具体的な手法等を提供し積極的な応募を支援するとともに，競争的資金の獲得に

向け，産学官民連携に関する具体的数値目標を提示するなど，その実現に向けた全学的な取

り組みを強化する。

・競争的資金等に関する情報を提供するとともに，プロジェクトの申請に向けた研究グループ

のコーディネート，申請書の内容及び記載方法に対する助言等，積極的な応募支援を行う。

・競争的資金の公募情報の分析と教員への応募の働きかけとともに，外部資金の獲得状況をフ

ォローアップし，獲得のための方策に反映させる体制を整える。

○収入を伴う事業の実施に関する具体的方策

・研究成果を知的財産として機関管理するに当たり，有用な発明の発掘，迅速な特許等出願に

， （ ， ）。 ，努め 効率的な出願・権利維持管理を行う 発明届出目標１００件 出願目標８０件 また

ＴＬＯ等を活用して権利活用を推進する。

・外国出願は，イノベーション支援本部が出願の可否を精査し，必要に応じて科学技術振興機

構の特許出願経費支援制度を有効に活用し，経費の削減を図る。

・研究シーズの事業化を支援し，大学発ベンチャーの増加に努める。

・平成１６年度に引き続き，公開講座等の自己収入確保に対しインセンティブが働く方式を検

討する。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

○管理的経費の抑制に関する具体的方策

・業務内容の見直しによるアウトソーシングの検討を行い，人件費の削減を行う。

・非常勤講師任用についての基本方針を策定する。

・平成１６年度に引き続き，電子化等を推進することによる印刷物，定期刊行物等の経費の削

減を行う。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

○資産の効率的運用を図るための具体的方策

・平成１６年度決算を踏まえた運営費交付金及び寄附金等の資金の効果的な活用を図るととも

に，資金の運用環境の分析を行い，国債等の金融商品への資金運用等の再検討を行う。

・大学発ベンチャー，ベンチャー起業プロジェクトが本学施設・設備を使用する場合に廉価で

使用することができる取扱いを検討する。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 評価の基本的な目標を達成するための具体的措置

○現状と到達点を適正に評価する基準の策定

・教育研究活動を総合的，客観的に把握するために，神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）

を構築する。

・基礎指標の評価については，達成指標（ ）等の開発を推進するとともperformance indicators
に，神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）を活用して試行的に達成度の評価を実施する。

また，部局等における重点的な評価活動及び全学的な重点課題の評価の際にはこのデータベ

ースを有効に活用する。

・教育研究の特性に配慮した点検・評価の指針等を策定する。

○合理的な評価システムを形成するための具体的方策

・全学及び部局レベルでの評価を継続し，更に合理的，効率的な評価システムを検討する。こ

のために「情報・評価室」を「経営評価室」及び「情報管理室」に再編する。

・より良い外部評価を行うために，全学的な指針を定める。

・評価結果の公表基準について検討する。

○評価結果を改善に有効に利用するための具体的方策

・各部局において，年次計画の達成状況を確認・点検・評価した上で，次年度の計画の策定に

活用する。

・ 経営評価室」において，中期計画の年次進行に適合した評価を行い，改善を進めるための仕「

組みを引き続き検討する。

「 」 ， 。・ 全学評価組織 は 評価結果を有効に利用するために評価結果と改善点を役員会に報告する
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また，その報告内容については，その事項に関係する部局・部門にも知らせる。

・企画広報室，経営評価室において年度計画の実施状況の定期的点検を行うことを通じて年度

実績評価を着実に実施し，その結果を次年度の年度評価や次期中期目標・計画の策定に確実

に反映させる。

・点検・評価の指針等において異議申し立ての取扱いを定める。

・評価に基づく資源配分については，配分の基準，配分内容に関し，役員会を中心として合理

的な決定手段を検討する。

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

○大学情報の公開・提供及び広報に関する具体的方策

・年度実績報告を始めとする点検・評価に関する情報等をホームページ等で公表する。

・情報管理室において，神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）を構築し，データの収集，蓄

積，一元管理を行う。

・個人情報保護法の趣旨を踏まえ，情報セキュリティポリシー実施手順の未策定部分の作成を

進めるとともに，実施状況の評価を行い，情報セキュリティポリシーの改善を進める｡

・企画広報室において，利用者の要望を考慮して，より便利なホームページの充実を図る。特

に，本部ホームページの各階層のスタイルの改善を行う。また，各部局等のホームページの

改善を援助する。広報誌においてもより一層充実した誌面展開を図る。

・平成１６年度に引き続き 「神戸大学東京オフィス」において，首都圏における広報活動・，

情報収集・就職支援を行う。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置

○施設設備の有効活用に関する具体的方策

・施設マネジメント委員会の部会において施設の点検と評価を継続的に進める。

・施設関係データの管理システムの構築を図るため，施設部において調査・研究を行う。

○施設設備の機能保全と維持管理に関する具体的方策

・施設の定期的な点検保守，その計画的な維持管理を図る。

・緑地の維持保全など屋外環境の維持管理の一元化に向けデータ収集・分析を進める。

， ， ， 。・プリメンテナンス エネルギー管理 環境管理 安全管理等の施設マネジメントを推進する

○施設設備等の機能の充実に関する具体的方策

・既存施設の安全性の向上と機能再生を計画的に進め，教育研究環境の改善，充実を図る。

・教育研究の必要に応じたスペースの確保，充実を計画的に推進する。

・学生生活支援のスペースの確保と充実を計画的に推進する。

・環境に配慮した施設計画及びインフラを構築し，バリアフリー対策を推進する。

・寄附方式など新たな整備手法の導入を検討する。

・総合研究棟改修（農学系）事業をＰＦＩ事業として確実に推進する。

・総合研究棟改修事業を確実に推進する （工学系）。

・国際交流の推進のため，研究者宿泊施設の充実に向け調査検討を行う。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

○労働安全衛生法，学校保健法等を踏まえた安全衛生管理，保健管理及び事故防止に関する具体

的方策

・安全衛生管理の有資格者（産業医，衛生管理者，衛生工学衛生管理者）の在り方について検

討する。

・平成１６年度に引き続き，安全衛生管理のための衛生管理者の受験準備講習会，新任衛生管

理者等の実務研修会，管理者研修会，救急講習会，メンタルヘルス講習会等の在り方の見直

しを図る。

・安全週間，労働衛生週間，防災週間において講演会を実施する等の安全衛生に係る啓発活動

の推進を図る。

・平成１６年度に引き続き，実験室等の安全点検を定期的に実施し，必要な補修，改修，更新

等を行う。
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○学生等の安全確保等に関する具体的方策

・安全管理マニュアル等を充実させ，その周知徹底を図る。

○有害物質等を利用する実験による事故防止のための具体的方策

・平成１６年度に引き続き，有害物質及び放射性同位元素等の適正管理を図るとともに，放射

性同位元素等の全学的な管理体制の構築に向けての検討を行う。

・平成１６年度に引き続き，健康診断の完全受検を目指し，放射性同位元素取扱者の未受検者

に対しては取り扱い停止などの措置を講ずる。

・平成１６年度に引き続き，放射性同位元素取り扱いの教育訓練を実施する。未受講者に対し

ては取り扱い停止などの措置を講ずる。

３ 環境保全に関する目標を達成するための措置

○教育研究環境の保全のための具体的方策

・環境管理センターに環境教育ライブラリー（環境問題に関する書籍，映像資料を収集）を開

設し，学生及び研究者に対し環境教育・研究の支援を行う。また，環境問題に関するセミナ

ーなども行う。

・有害廃棄物，有害排出物の規制に関する管理体制の構築を行う。

・有害排出物の除害施設（中和・曝気槽）や設備等の段階的整備を推進する。

・大学周辺の環境美化に努めるなど大学周辺住民との調和に配慮する。

・平成１６年度に引き続き，省エネルギー等の啓発を行う。また，エネルギー消費量を定期的

に調査し，省エネルギー方策を策定する。

・廃棄物の再利用を促進するため，全学統一の廃棄物処理マニュアル作成を進める。

Ⅵ その他の重要計画

１ 大学支援組織等との連携強化に関する計画

・育友会に対して，広報誌，ホームページ等により大学の諸行事等の情報を随時伝え，育友会

との連携を一層強化する。

・国内外で活躍中の元留学生とのネットワークを構築するため，グリーティングカード等によ

り情報発信，情報収集に努める。

・海外で開催される日本留学フェアの機会を利用し，協定校との交流や元留学生との交流を深

める。

・各同窓会に学内の情報（ホームページ・広報誌等）を提供することにより，同窓会組織との

連携・強化を図る。

・卒業（帰国）留学生の同窓会ネットワークを構築するため，卒業留学生データベースの更新

・充実を図る。

・後援会組織あるいは同窓会組織による学生の課外活動の支援の仕組みの構築に向けて，更に

関係機関の実情把握を行い，検討する。

・同窓生名簿のデータベースの具体的な管理・運用面について，学友会等とも調整しながら個

人情報保護に配慮の上，検討を進めていく。

・平成１６年度に引き続き 「神戸大学東京オフィス」において，首都圏における広報活動・情，

報収集・就職支援を行う。

・兵庫県と連携して兵庫県学術ネットワークの運営形態の検討を行う｡

Ⅶ 予算，収支計画及び資金計画

別紙参照

Ⅷ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

６２億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借

り入れすることも想定される。
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Ⅸ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

附属病院の設備の整備に必要となる経費の長期借入れに伴い，本学病院の敷地及び建物を

担保に供する。

Ⅹ 剰余金の使途

○決算において剰余金が発生した場合は，次の使途に充てる。

・ 教育研究の質の向上及び組織運営の改善

その他ⅩⅠ

１ 施設・設備に関する計画

（単位 百万円）

施 設 ・ 設 備 の 内 容 予定額 財 源

（ （ ）・ 六甲２）総合研究棟改修 総額 施設整備費補助金 644

(工学系) ９４１

（ （ ）・ 六甲２）総合研究棟改修 長期借入金 210

（ ）(農学系) ＰＦＩ事業

・高磁場ＭＲ装置 国立大学財務・経営センタ－施設費

（ ）・小規模改修 交付金 87

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘

案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあ

る。

２ 人事に関する計画

・教員については，他大学，国内外の研究機関，民間企業等との人事交流を積極的に行い，教

育研究の活性化を図る。

・公募制については，各研究分野の特性にも配慮しつつ，また，任期制については，分野，職

種等を考慮して，プロジェクト研究など，必要に応じ，導入を進める。

・事務職員等については，客観性，公平性及び透明性を基本にして採用を行う。専門性の向上

を図るため研修を実施するとともに，他大学等との計画的な人事交流及び在職年数にとらわ

れない適材適所の配置により，人材の有効活用を図る。

（参考１） 平成１７年度の常勤職員数 ２，６１８人

また，任期付職員数の見込みを２６１人とする。

（参考２） 平成１７年度の人件費総額見込み ２９，７７４百万円（退職手当は除く）

（別紙）

○予算，収支計画及び資金計画

（別表）

○学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数
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別    紙

収　　入
運営費交付金 24,050

施設整備費補助金 644
前年度よりの

繰越額　644

百万円

船舶建造費補助金 0
施設整備資金貸付金償還時補助金 1,908
国立大学財務・経営センター施設費交付金 87
自己収入 26,902

授業料及入学金検定料収入 9,873
附属病院収入 16,648
財産処分収入 0
雑収入 381

産学連携等研究収入及び寄付金収入等 2,687
長期借入金収入 210

56,488

支　　出
業務費 47,623

教育研究経費 29,437
診療経費 14,951
一般管理費 3,235

施設整備費 941
船舶建造費 0
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 2,687
長期借入金償還金 5,237

56,488

計

計

１．予算

平成１７年度　　予算

（単位：百万円）
区　　　　　　　分 金　　　　　　　額
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2．収支計画

費用の部 54,161
経常費用 54,161

業務費 48,130
教育研究経費 5,894
診療経費 8,260
受託研究費等 1,478
役員人件費 204
教員人件費 19,246
職員人件費 13,048

一般管理費 1,545
財務費用 783
雑損 0
減価償却費 3,703

臨時損失 0

収入の部 54,133
経常収益 54,133

運営費交付金 23,816
授業料収益 8,289
入学金収益 1,267
検定料収益 317
附属病院収益 16,648
受託研究等収益 1,478
寄附金収益 1,026
財務収益 0
雑益 381
資産見返運営費交付金等戻入 29
資産見返寄付金戻入 41
資産見返物品受贈額戻入 841

臨時利益 0

純損失 28

総損失 28

平成１７年度　　収支計画

（単位：百万円）
区　　　　　　　分 金　　　　　　　額
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３．資金計画

資金支出 61,117
業務活動による支出 49,674
投資活動による支出 1,989
財務活動による支出 5,237
翌年度への繰越金 4,217

資金収入 61,117
業務活動による収入 53,639

運営費交付金による収入 24,050
授業料及入学金検定料による収入 9,873
附属病院収入 16,648
受託研究等収入 1,478
寄付金収入 1,209
その他の収入 381

投資活動による収入 2,639
施設費による収入 2,639
その他の収入 0

財務活動による収入 210
前年度よりの繰越金 4,629

平成１７年度　　資金計画

（単位：百万円）
区　　　　　　　分 金　　　　　　　額
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別 表 学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数）（

文学部 人文学科 ４６０人

国際文化学部 国際文化学科 １４０人

コミュニケーション学科 ２１０人

地域文化学科 ２１０人

発達科学部 人間形成学科 ９０人

人間行動学科 ５０人

人間表現学科 ４０人

人間環境学科 １００人

人間発達科学科 ３６０人

人間環境科学科 ３００人

人間行動・表現学科 １８０人

各学科共通 ２０人

法学部 法律学科 ９２０人

経済学部 経済学科 １，３２０人

経営学部 経営学科 １，１６０人

理学部 数学科 １００人

物理学科 １４０人

化学科 １００人

生物学科 ８０人

地球惑星科学科 １４０人

各学科共通 ５０人

医学部 医学科 ５９０人

（うち医師養成に係る分野５９０人)

保健学科 ６９０人

工学部 建設学科 ６００人

電気電子工学科 ３６０人

機械工学科 ４００人

応用化学科 ４００人

情報知能工学科 ４００人

各学科共通 ４０人

農学部 応用動物学科 １００人

植物資源学科 １３２人

生物環境制御学科 １３６人

生物機能化学科 １２０人

食料生産環境工学科 １１２人

各学科共通 ４０人

海事科学部 海事技術マネジメント学課程 １８０人

海上輸送システム学課程 １００人

マリンエンジニアリング課程 １２０人

商船システム学課程 １８０人
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輸送情報システム工学課程 ８０人

海洋電子機械工学課程 ８０人

動力システム工学課程 ６０人

各課程共通 ２０人

乗船実習科 ９０人

文学研究科 文化基礎専攻 ２０人

（うち修士課程 ２０人）

文化動態専攻 ３０人

（うち修士課程 ３０人）

哲学専攻 ８人

（うち修士課程 ８人）

芸術学芸術史専攻 ４人

（うち修士課程 ４人）

社会学専攻 ６人

（うち修士課程 ６人）

史学専攻 １４人

（うち修士課程 １４人）

国文学専攻 ８人

（うち修士課程 ８人）

英米文学専攻 １０人

（うち修士課程 １０人）

総合人間科学研究科 コミュニケーション学専攻 ４８人

（うち博士前期課程 ４８人）

地域文化学専攻 ５２人

（うち博士前期課程 ５２人）

人間発達科学専攻 ７７人

（うち博士前期課程 ７７人）

（うち１年コース ３人）

人間環境科学専攻 ７０人

（うち博士前期課程 ７０人）

人間行動・表現学専攻 ３０人

（うち博士前期課程 ３０人）

人間形成科学専攻 ２４人

（うち博士後期課程 ２４人）

コミュニケーション科学専攻 １８人

（うち博士後期課程 １８人）

人間文化科学専攻 １８人

（うち博士後期課程 １８人）

法学研究科 経済関係法専攻 １５人

（うち博士後期課程 １５人）

公共関係法専攻 １４人

（うち博士後期課程 １４人）

政治社会科学専攻 １１人

（うち博士後期課程 １１人）

実務法律専攻 ２００人

（うち専門職学位課程２００人）

理論法学専攻 ８４人

うち博士前期課程 ５６人

博士後期課程 ２８人

政治学専攻 ３６人

うち博士前期課程 ２４人
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博士後期課程 １２人

経済学研究科 経済システム分析専攻 １１９人

うち博士前期課程 ６８人

博士後期課程 ５１人

総合経済政策専攻 １１９人

うち博士前期課程 ６８人

博士後期課程 ５１人

経営学研究科 マネジメント・システム専攻 ６１人

うち博士前期課程 ３４人

博士後期課程 ２７人

会計システム専攻 ４９人

うち博士前期課程 ２８人

博士後期課程 ２１人

市場科学専攻 ７０人

うち博士前期課程 ４０人

博士後期課程 ３０人

現代経営学専攻 １３２人

うち博士後期課程 ２４人

専門職学位課程１０８人

医学系研究科 バイオメディカルサイエンス専攻４０人

（うち修士課程 ４０人）

医科学専攻 ３１２人

（うち博士課程３１２人）

保健学専攻 １８７人

うち博士前期課程１１２人

博士後期課程 ７５人

文化学研究科 文化構造専攻 ３０人

（うち博士課程 ３０人）

社会文化専攻 ３０人

（うち博士課程 ３０人）

自然科学研究科 数学専攻 ３６人

（うち博士前期課程 ３６人）

物理学専攻 ４０人

（うち博士前期課程 ４０人）

化学専攻 ４６人

（うち博士前期課程 ４６人）

生物学専攻 ４４人

（うち博士前期課程 ４４人）

地球惑星科学専攻 ４２人

（うち博士前期課程 ４２人）

建設学専攻 ２１２人

（うち博士前期課程２１２人）

電気電子工学専攻 １２８人

（うち博士前期課程１２８人）

機械工学専攻 １３２人

（うち博士前期課程１３２人）

応用化学専攻 １２６人

（うち博士前期課程１２６人）

情報知能工学専攻 １４８人

（うち博士前期課程１４８人）
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応用動物学専攻 ３６人

（うち博士前期課程 ３６人）

植物資源学専攻 ５６人

（うち博士前期課程 ５６人）

生物環境制御学専攻 ４４人

（うち博士前期課程 ４４人）

生物機能化学専攻 ４２人

（うち博士前期課程 ４２人）

食料生産環境工学専攻 ３０人

（うち博士前期課程 ３０人）

海事技術マネジメント学専攻 ２４人

（うち博士前期課程 ２４人）

海上輸送システム学専攻 ３２人

（うち博士前期課程 ３２人）

マリンエンジニアリング専攻 ３２人

（うち博士前期課程 ３２人）

情報メディア科学専攻 ２１人

（うち博士後期課程 ２１人）

分子集合科学専攻 １９人

（うち博士後期課程 １９人）

地球環境科学専攻 １８人

（うち博士後期課程 １８人）

構造科学専攻 ２０人

（うち博士後期課程 ２０人）

資源エネルギー科学専攻 １８人

（うち博士後期課程 １８人）

システム機能科学専攻 ２１人

（うち博士後期課程 ２１人）

生命科学専攻 １９人

（うち博士後期課程 １９人）

数物科学専攻 ２６人

（うち博士後期課程 ２６人）

分子物質科学専攻 ４２人

（うち博士後期課程 ４２人）

地球惑星システム科学専攻 ２８人

（うち博士後期課程 ２８人）

情報・電子科学専攻 ３４人

（うち博士後期課程 ３４人）

機械・システム科学専攻 ３６人

（うち博士後期課程 ３６人）

地域空間創生科学専攻 ３４人

（うち博士後期課程 ３４人）

食料フィールド科学専攻 １２人

（うち博士後期課程 １２人）

海事科学専攻 ２２人

（うち博士後期課程 ２２人）

生命機構科学専攻 ３０人

（うち博士後期課程 ３０人）

資源生命科学専攻 ３６人

（うち博士後期課程 ３６人）

海上輸送システム科学専攻 ４人

（うち博士後期課程 ４人）

海洋機械エネルギー工学専攻 ４人

（うち博士後期課程 ４人）
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国際協力研究科 国際開発政策専攻 ７７人

うち博士前期課程 ４４人

博士後期課程 ３３人

国際協力政策専攻 ８０人

うち博士前期課程 ５０人

（うち１年コース１０人）

博士後期課程 ３０人

地域協力政策専攻 ６３人

うち博士前期課程 ３６人

博士後期課程 ２７人

附属住吉小学校 ７６５人

学級数 ２１

附属明石小学校 ４８０人

学級数 １２

附属住吉中学校 ４０５人

学級数 １２

附属明石中学校 ３６０人

学級数 ９

附属養護学校 ６０人

学級数 ９

附属幼稚園 １６０人

学級数 ５




